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開発行為の許可を受けた後においては、下記の事項を順守し、都市計画法の規定に違反すること

のないよう施行することを誓約します。 

 

記 

 

１ 開発許可を受けた内容を変更する場合は許可を受けること。 

特に、予定建築物の用途変更については、都市計画制限の範囲内でしか行わないこと。 

２ 開発許可を受けた後、開発行為を行う場合は次の事項を順守すること。 

（１） 工事に着手しようとするときは、工事着手届を提出すること。（市規則第５条） 

（２） 工事期間中は、当該開発区域の見やすい場所に開発標識を掲示するとともに、許可の際

付される条件に従い施行すること。（市規則第４条） 

（３） 工事を廃止しようとするときは、その旨を工事の廃止届出書により届出ること。（都市

計画法第３８条） 

（４） 工事を完了したときは、その旨を工事完了届書により届出ること。（都市計画法第３６

条） 

（５） 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、都市計画法第３６条第３項の規定によ

る公告があるまでの間は、建築物等の建築工事に着手しないこと。この場合において、や

むを得ず建築物等の建築工事に着手する場合は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定

工作物の建設の承認を得ること。（都市計画法第３７条） 

（６） 建築工事に着手しようとする場合は、建築確認申請書を提出すること。（建築基準法第

６条） 

（７） 他の法律の規制を受ける場合は、その許認可を受けること。 

（８） 工事施工方法等について地域住民に十分説明を行い、工事中はもちろん、準備の段階に

おいても、苦情等がある場合には誠意を持って対応すること。 


